
 
懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
の
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
の
再
就
職
あ

っ
せ
ん
に
関
す
る
質
問
主
意
書

 

   

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。

 

  
 

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
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日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
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柿 
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衆
議
院
議
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殿

 



 
 

 

懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
の
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
の
再
就
職
あ
っ

せ
ん
に
関
す
る
質
問
主
意
書

 

 

平
成
二
十
二
年
一
月
に
社
会
保
険
庁
が
廃
止
さ
れ
、
日
本
年
金
機
構
が
発
足
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
社
会
保
険
庁
職
員
の
う
ち
懲
戒
処
分
を
受
け
た
経
験
の
あ
る
者
は
、
日
本
年
金

機
構
の
職
員
と
し
て
採
用
し
な
い
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。

 

 

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

 

一 

社
会
保
険
庁
に
は
懲
戒
処
分
を
受
け
た
経
験
の
あ
る
者
が
本
年
四
月
現
在
で
七
百
九
十
二

人
在
籍
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
水
面
下
で
他
省
庁
に
採
用

を
打
診
し
て
い
る
ほ
か
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
民
間
へ
の
就
職
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て

い
る
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。

 

二 

懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
に
つ
い
て
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
再
就
職
あ

っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
は
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
の
了
解
を
得
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

 

三 

民
間
企
業
で
あ
れ
ば
、
組
織
の
改
廃
等
に
伴
っ
て
解
雇
さ
れ
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
再
就
職

先
を
探
す
こ
と
も
あ
る
が
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
だ
け
が
官
民
人
材
交
流



セ
ン
タ
ー
で
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
と
い
う
特
別
扱
い
を
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。
ま

た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
か
せ
る
べ
き
で
な
い
理
由
は
あ
る
の
か
。

 

四 

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
今
後
も
こ
う
し
た
役
割
を
担
う
た
め
に
維
持
す
べ
き
と
考

え
て
い
る
の
か
。

 

 

右
質
問
す
る
。

 

 

懲
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に
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保
険
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さ
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本
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発
足
す
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こ
と
に
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っ
て
い
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が
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社
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保
険
庁
職
員
の
う
ち
懲
戒
処
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を
受
け
た
経
験
の
あ
る
者
は
、
日
本
年
金

機
構
の
職
員
と
し
て
採
用
し
な
い
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。

 

 

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

 

一 

社
会
保
険
庁
に
は
懲
戒
処
分
を
受
け
た
経
験
の
あ
る
者
が
本
年
四
月
現
在
で
七
百
九
十
二

人
在
籍
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
水
面
下
で
他
省
庁
に
採
用

を
打
診
し
て
い
る
ほ
か
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
民
間
へ
の
就
職
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
て

い
る
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
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懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
に
つ
い
て
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
で
再
就
職
あ

っ
せ
ん
を
行
う
こ
と
は
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
の
了
解
を
得
た
上
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

 

三 

民
間
企
業
で
あ
れ
ば
、
組
織
の
改
廃
等
に
伴
っ
て
解
雇
さ
れ
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
再
就
職

先
を
探
す
こ
と
も
あ
る
が
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
社
会
保
険
庁
職
員
だ
け
が
官
民
人
材
交
流



セ
ン
タ
ー
で
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
る
と
い
う
特
別
扱
い
を
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。
ま

た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
か
せ
る
べ
き
で
な
い
理
由
は
あ
る
の
か
。
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官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
今
後
も
こ
う
し
た
役
割
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担
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た
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に
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き
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い
る
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独
立
行
政
法
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地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

 

 
社
会
保
険
病
院
及
び
厚
生
年
金
病
院
を
公
的
施
設
と
し
て
維
持
す
る
た
め
、
新
た
に
「
独
立

行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
」
を
設
け
る
法
案
が
今
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
法

案
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

 

一 

新
た
な
独
立
行
政
法
人
を
設
け
る
こ
と
は
、
民
主
党
が
衆
議
院
総
選
挙
前
に
掲
げ
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
（
独
立
行
政
）
法
人
の
あ
り
方
は
全
廃
を
含
め
て
抜
本
的
な

見
直
し
」
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

 

二 

地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
理
事
、
間
接
部
門
を
含
め
た
職
員
の
人
数
は
何
人
に
な
る
の

か
。
ま
た
、
役
職
員
に
、
現
職
公
務
員
（
出
向
）
又
は
公
務
員
Ｏ
Ｂ
が
就
任
す
る
可
能
性
は

あ
る
の
か
。

 

三 

社
会
保
険
病
院
及
び
厚
生
年
金
病
院
を
公
的
施
設
と
し
て
維
持
す
る
た
め
に
、
な
ぜ
新
た

な
独
立
行
政
法
人
が
必
要
と
な
る
の
か
。
地
域
医
療
機
能
の
維
持
が
目
的
で
あ
れ
ば
、
本
来
、

「
地
域
主
権
」
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
に
財
源
を
含
め
て
移
管
す
べ
き
と
考

え
ら
れ
る

が
、

こ
の

よ
う

な
方

針
を

と
ら

な
い

の
は

な
ぜ

か
。

仮
に

何
ら
か
の
理

由
で

地
方



公
共

団
体

に
移

管
で
き
な
い
と
し

て
も

、
新

た
な
独

立
行

政
法

人
を
設

け
ず

、
例

え
ば

国
立

病

院
機

構
に
移
管
す

れ
ば
よ
い
と
考

え
ら
れ
る

が

、

こ

の

よ

う

な

方

針

を

と

ら

な
い

の
は

な

ぜ

か

。
 

 

右
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日

本

郵

政

新

社

長

の

職

歴

に

関

す

る

質

問

主

意

書

 
一 
齋

藤

元

大

蔵

事

務

次

官

の

大

蔵

省

退

官

後

の
経

歴

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

 

二 

社

団

法

人

研

究

情

報

基

金

の
所

管

官

庁

は

ど

こ

か

。

そ

の
設

立

の
経

緯

、

こ

れ

ま

で

の

理

事

長

の

名

前

、

任

期

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

 

三 

社

団

法

人

研

究

情

報

基

金

の

概

要

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

 

四 

社

団

法

人

研

究

情

報

基

金

は

特

定

公

益

増

進

法

人

に

認

定

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

か

。

そ

の

場

合

、

認

定

ま

で

の

期

間

は

ど

う

か

。

現

在

は

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

。

 

五 

齋

藤

元

大

蔵

事

務

次

官

は

社

団

法

人

研

究

情

報

基

金

に

在

職

し

た

こ

と

が

あ

る

か

。

そ

の

場

合

、

役

職

、

任

期

、

報

酬

は

ど

う

な

っ

て

い

た

の

か

。

 

六 

以

上

を

踏

ま

え

天

下

り

の

是

非

に

関

す

る

鳩

山

内

閣

の

見

解

を

明

ら

か

に

さ

れ

た

い

。

 

 

右

質

問

す

る

。
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し
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り
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右
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。

 

  
 

平

成

二

十

一

年

十

月

二

十

九

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提

出

者 
 

柿 
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衆
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貸
し
渋
り

貸
し
剥
が
し
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

貸
し
渋
り

貸
し
剥
が
し
対
策
法
案
は
、
予
算
措
置
を
伴
う
法
案
と
し
て
提
出
す
る
の
か
。 

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
予
算
で
想
定
さ
れ
て
い
た
範
囲
内
で
、
貸
し
渋
り

貸
し
剥
が
し
対
策
を

行
う
に
過
ぎ
ず
、
実
質
的
に
は
新
た
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
理
解
し
て
よ
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 

    


